
 

 

令和６年度  ことかぜ保育園重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（1）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  株式会社なごみ福祉会   

事業者の所在地  
熊本県山鹿市山鹿 1 番地  温泉プラザ山鹿 2 階  

（本社事務所  熊本市北区龍田 4 丁目 1 番 7 号）  

事業者の連絡先  0968-43-3050  （本社  096-245-6566）  

代表者氏名  代表取締役  古川  寛子  

（2）事業所の概要  

種別  小規模保育（Ａ型）  

名称  ことかぜ保育園  

所在地  熊本県山鹿市山鹿 1 番地  温泉プラザ山鹿 2 階  

連絡先  
（事業所の電話番号）0968-43-3050 

（事業所のＦＡＸ番号）0968-41-9988 

施設長氏名  園長  松本  恵美  

開設年月日  平成 29 年  7 月  

利用定員  （３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  合計  

３人  ３  人   ３人  ９  人  

当園の基本理念・方針  

＊保育環境を整えて、保護者と共感・協力し合いながら子どもの成長

を喜び、保護者が安心して働けるようお手伝いいたします。  

＊やさしさと笑顔に包まれたあたたかな保育園の中で、信頼感を得ら

れるような取り組みを大切にし、家庭的な保育を行います。  

＊一人一人の個性を大切しながら自己肯定感を育む素地づくりをし、

子どもの未来を輝かせます。  

子どもに「愛されているんだという実感を持たせます」  

子どもに「やればできるんだという自信をもたせます」  

＊子どもの心を健全に育てるためには親も健全であることが重要で

す。胎教・子育てスクールとの連携や研修などを通して、心を育てる

取り組みを行い、愛着関係を築ける保護者の環境を創造します。  

（3）施設の概要  

敷地  

保育を行う部屋  140.87 ㎡  

部屋数   ４部屋  

1 人当たりの面積  7.41 ㎡  

 

 



 

 

（4）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

（乳児・ほふく室） １  室   ひよこ組  

（保育室）  １  室  りす組・うさぎ組  

（遊戯室、ホール） １  室   

（調理室）  １  室   

（事務室）  １  室   

（５）職員体制（令和 6 年４月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １  人  １  人   人   

主任保育士  １  人  １  人   人   

保育士  ４  人  ３  人  １  人   

看護師  １  人  １  人   人    

事務長  １  人  １  人  人   

調理員  １  人  １  人   人   

保育補助   人    人   

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分（最大 11 時間）  

保育短時間  午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（最大 8 時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：なし  

夕：18 時 00 分～19 時まで  

保育短時間  

朝：7 時～8 時 30 分  

夕：16 時 30 分～19 時まで  

開所時間  

月～金曜日  午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分  

土曜日  午前 8 時 00 分～午後 5 時 00 分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

 



 

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収  （保護者会費）  （1 ヶ月当たり）  500 円  

実費徴収  

（連絡帳代）  （1 冊当たり）  200 円  

（お誕生カード代）  （1 枚当たり）  210 円  

（その他）  その都度、お知らせします   

その他  （延長保育に係る費用）  （10 分当たり）  100 円  

（８）支払方法  

当月分、銀行口座より毎月 28 日引落しいたします。   

（９）提供する特定地域型保育の内容  

当園は子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、事業の特

性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育を提供します。ひとり一

人の月齢に応じた食事の形態、量の食事を提供し、噛むこと、自然の味覚を味わうことなど発

育に大切なメニューを心がけます。また、アレルギーに対応した安全な食事を提供します。  

（10）年間行事予定  

月  行事内容  

4 月  入園式   春のお見知りピクニック  

5 月  内科検診  

6 月  歯科検診  

7 月  七夕会  

8 月  夏祭りごっこ  

10 月   ハローウィンパーティ  

11 月  内科検診  

12 月  クリスマス会   

2 月  節分豆まき   ひな祭り会  

3 月  卒園式   

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の内定  市の利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  



 

 

退園理由  

  ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は 9 時 00 分までにお願いします。  

・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は 9 時 00 分

までに電話でご連絡ください。  

・原則として、お仕事が終わり次第、保育時間内でのお迎えをお願

いします。緊急の場合で、お迎えが遅れる場合は、お迎え予定時

間の 20 分前までに電話でご連絡ください。  

・熱が 37.0℃以上ある場合は登園を控えてください。また、登園後

に 37.5℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきま

す。  

・感染症の疑いがある場合は、受診し診断を受けてください。治療

後、登園を再開する場合は主治医からの意見書の提出をお願いい

たします。  

・登園集の与薬は、医師より処方されたもののみ行います。薬局か

ら発行される処方箋と与薬依頼書を添えて、お持たせください。 

（12）嘱託医  

医療機関の名称  医療法人社団坂本会  坂本医院  

医院長名  橋本  尚子  

所在地  熊本県山鹿市平山 5442-1 

電話番号  0968-44-4166 

（13）嘱託歯科医  

医療機関の名称  原賀歯科医院  

医院長名  原賀  滋久  

所在地  熊本県山鹿市山鹿 1 番地温泉プラザ山鹿 2 階  

電話番号  0968-44-7823 

（14）緊急時における対応方法  

特定地域型保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子ども

の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  山鹿市消防本部山鹿消防署  

所在地  山鹿市南島 1270-1 

電話番号  0968-43-1191 

【管轄する警察署】  

警察署名  熊本県山鹿警察署  

所在地  山鹿市泉町 102 



 

 

電話番号  0968-44-0110 

（15）非常災害対策  

防火管理者  武藤  直子  

避難訓練  
避難訓練（火災・地震・不審者）  

避難及び消化を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  温泉プラザ山鹿駐車場または多目的広場  

緊急時の連絡手段  電話および公式 LINE アカウント一斉送信  

（16）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者   古川  大輝  事務長  

相談・苦情解決責任者  松本  恵美  園長  

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

要望・苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求めがあっ

た場合には、必要な改善を行い、市に報告をします。  

（17）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  独立行政法人日本スポーツ振興センター  

保険の内容  

給食による食中毒・ガスなどによる中毒・熱中症・溺水・  

異物の嚥下又は迷入による疾病・漆などによる皮膚炎・外部衝撃な

どによる疾病・負傷による疾病  

保険金額  保護者負担分  300 円  

（18）個人情報の取り扱い  

特定地域型保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法

令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。  

（19）連携施設  

連携施設の名称  学校法人熊本キリスト教学園  霊泉幼稚園  

連携施設の種類  認定こども園  

連携協力の概要  
・園庭の開放  

・卒園後の受け皿の設定  

（20）その他保護者に説明すべき事項  

 

 

 

 


